
奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
七
十
八
号

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
一
号
キ

」
を
「
第
三
条
第
一

(１)

号
ア

」
に
、
「
飲
適
用
の
水
」
を
「
食
品
製
造
用
水
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同

(４)
(一)

条
第
四
項
中
「
第
三
条
第
一
号
ク

」
を
「
第
三
条
第
一
号
ア

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項

(１)

(７)
(一)

と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
条
第
一
号
シ
」
を
「
第
三
条
第
一
号
ア

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

(14)

三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
条
第
一
号
シ
」
を
「
第
三
条
第
一
号
ア

」
に
改
め
、
同
項
を
同

(14)

条
第
四
項
と
し
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

条
例
第
三
条
第
二
号
ア

の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(６)
(七)

一

加
熱
又
は
加
工
さ
れ
て
い
な
い
原
材
料
は
、
そ
の
ま
ま
摂
取
さ
れ
る
食
品
と
区
分
し
て
取
り
扱

う
こ
と
。

二

食
肉
そ
の
他
の
加
熱
さ
れ
て
い
な
い
食
品
を
取
り
扱
つ
た
設
備
、
機
械
器
具
等
は
、
当
該
食
品

以
外
の
食
品
を
取
り
扱
う
前
に
、
必
要
な
洗
浄
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
。

三

お
う
吐
物
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
食
品
は
、
廃
棄
す
る
こ
と
。

四

施
設
に
お
い
て
お
う
吐
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
殺
菌
剤
を
用
い
て
適
切
に
消
毒
す
る
こ
と
。

五

食
品
取
扱
者
以
外
の
者
を
作
業
場
に
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

６

条
例
第
三
条
第
二
号
ア

の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(６)
(九)

一

原
材
料
及
び
製
品
へ
の
金
属
、
ガ
ラ
ス
、
ほ
こ
り
、
洗
浄
剤
そ
の
他
の
異
物
の
混
入
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
必
要
に
応
じ
検
査
す
る
こ
と
。

二

分
割
し
、
又
は
細
切
し
た
食
肉
等
に
つ
い
て
、
異
物
の
混
入
が
な
い
か
否
か
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、
異
物
の
混
入
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
異
物
に
よ
る
汚
染
の
可
能
性
が
あ
る
部
分
を
廃

棄
す
る
こ
と
。

三

原
材
料
と
し
て
使
用
し
て
い
な
い
ア
レ
ル
ギ
ー
物
質
が
製
造
の
工
程
に
お
い
て
混
入
し
な
い
よ

う
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

原
材
料
、
製
品
及
び
容
器
包
装
を
ロ
ッ
ト
ご
と
に
管
理
し
、
記
録
す
る
こ
と
。



五

製
品
ご
と
に
そ
の
特
性
、
製
造
及
び
加
工
の
手
順
、
原
材
料
等
に
つ
い
て
記
載
し
た
製
品
説
明

書
を
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
一
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
三
条
第
一
号
ク

」
を
「
第
三
条
第
一
号
ア

」
に
改
め
る
。

(１)

(７)
(一)

第
七
号
様
式
中
「許

可
番

号
号

」
を
「許

可
番

号
第

号

」
に
、
「

「

「

年

許
可

し
ま

す

」
を
「許

可
し

た
こ

と
を

証
し

ま
す

」
に
、

を

奈
良

県
保

健
所

長

」

月
日

に
改
め
る
。

奈
良

県
保

健
所

長

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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